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が発生した場合に、同条の適用を受けるのか、未だ明確になっていない。本来、

同条の趣旨は、犯罪捜査への協力にあり、死体又は死産児に異状が認められる場

合には、犯罪の痕跡を止めている場合があるので、司法警察上の便宜のためにそ

れらの異状を発見した場合の届出義務を規定したものである。したがって、診療

行為に関連して患者死亡が生じた場合の届出の問題を、同条の規定をもって解決

しようとすることには本質的な無理があると思われる。・・・ 

・・・医療における安全対策に関する諸問題は、診療行為に関連した患者の死亡・

傷害について、広く医療機関や関係者からの報告を受け、必要な措置を勧告し、

さらに、医療の質と安全性の問題を調査し、国民一般に対し、必要な情報を公開

していく新たな専門的機関と制度を創設することによって、一元的・総合的に解

決を図るべきである。・・・ 

・・・ただし、新しい機関と制度の創設には、未だ期間を要すると考えられるた

め、この間の臨床現場の混乱を避ける目的で、今回臨床系諸学会が協力して、診

療行為に関連した患者の死亡・傷害の所轄警察署への報告について具体的な指針

をまとめた。・・・ 

・・・以下に該当する患者の死亡または重大な傷害が発生したと判断した場合に

は、診療に従事した医師は、速やかに所轄警察署への報告を行うことが望ましい。 

Ⅰ．患者の死亡の場合 

１．何らかの重大な医療過誤の存在が強く疑われ、または何らかの医療過誤の存

在が明らかであり、それが患者の死亡の原因となったと考えられる場合。 

 

⑨ 日本内科学会会告 「診療行為に関連した患者死亡の所轄警察署への届

出について」 （平成 14 年 7 月） 

・・・「異状死」の範囲を拡大解釈することは、医療現場にとってマイナス面が

大きいだけでなく、医師が死亡率の高い合併症や急変が予測される疾患を有する

患者の診療に消極的となり、長期的な視野に立つと、わが国の健全な医学・医療

の実践と発展、さらには国民福祉をも損なう恐れすら感じられる。・・・ 

・・・日本内科学会としては、積極的な病理解剖の実施と他施設でもこれが実施

できる体制の確立、および上記第三者機関の速やかな設立に向けて、各界との協

力関係を推進するとともに、医師法第 21 条に基づいて「異状死」としての医師

の届出義務とする診療行為に関連した患者死亡事例は下記の要件を満たすもの

とすることが適切であると考える。 

「何らかの医療過誤の存在が強く疑われ、または医療過誤の存在が明らかであり、

それらが患者の死亡の原因となったと考えられる場合」に該当する事例。 
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